
 

令和８年度柏市ＤＸ人材育成研修業務委託に関するプロポーザル方式募集要領 

 

１ 当該委託等の目的，概要 

(1) 目的 

総務省通知（令和５年１２月２２日付け総行給第７１号 総業公第１３０号 総行情第

１１１号「人材育成基本方針策定指針の改正について」）にもとづくデジタル人材の育

成・確保を適正かつ着実に推進するため，ＤＸ人材育成に関する専門性を活用し，質の

高い効率的な研修手法の提案を求めることを目的とする。 

(2) 業務概要 

ＤＸスキルを活用したデジタル支援や業務効率化を提案・推進することで，本市の行

政サービスを向上させることができるＤＸ人材を育成すべく研修を行う。詳細は別紙仕

様書のとおり。 

(3) 予定契約期間 

契約締結日～令和９年２月２６日 

(4) 予定金額（上限金額） 

２，１９１，２００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 参加資格 

参加資格を有する者は，公募日から契約締結の日までにおいて，次の要件の全てを満た

す者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこ

と。 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続き又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しな

いこと。 

(3) 柏市建設工事請負業者等指名停止要領（昭和６２年４月１日制定）に基づく指名停止

又は柏市入札契約暴力団対策措置要領（平成２６年１２月１８日制定）に基づく指名排

除を受けていないこと。 

(4) 電子交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者または公募日前６ヶ

月以内に手形もしくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。 

(5) 雇用する労働者に対して，社会保険及び労働保険に加入していること及び最低賃金法

（昭和３４年法律第１３７号）に基づき最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 

(6) ＩＳＭＳ適合性評価制度における認証を取得していること又はプライバシーマークの

付与を受けている事業者であること。 

(7) 法人が過去５年以内（令和３年２月以降）に本事業と同種又は類似の国又は地方公共

団体等が発注した業務を受注し，履行が完了した実績を有すること。 

(8) 国税等の未納がないこと。 

 

３ 全体スケジュール 

内容 期日 

公募開始 令和８年１月３０日 

参加意思表明書受付締切 令和８年２月９日 

参加資格確認結果通知 令和８年２月１６日 

質疑書の締切 令和８年２月２５日正午 

質疑書に対する回答 令和８年３月２日 

企画提案書等の提出締切 令和８年３月１３日 



 

プレゼンテーション審査 令和８年３月１９日 

プロポーザル方式結果通知 令和８年３月２７日 

契約日（予定） 令和８年５月１日 

※各実施日は特段の事情が生じた場合は変更することがある。 

 

４ 参加意思表明について 

(1) 期限 

令和８年２月９日 午後４時３０分まで 

(2) 提出書類 

ア 参加意思表明書（様式１） 

イ 暴力団排除に係る誓約書（様式２） 

ウ 会社概要書（会社概要や事業内容がわかる資料）（様式７） 

エ 社会保険料等適用報告書（様式９） 

オ 本要領２(6)を証する書類の写し 

カ 本要領２(7)を証する書類（契約書，仕様書等）の写し 

キ 本要領２(8)を証する書類（直近の年度で３か月以内発行の納税証明書）の写し 

※別添・追加資料を除いて原則指定様式を使用すること。 

(3) 提出先及び提出方法 

ア 電子メールに提出書類を添付のうえ，次のメールアドレス宛に送信すること。 

  メールアドレス：propo-dxss2025@city.kashiwa.chiba.jp 

イ 電子メールの件名は「【令和８年度柏市ＤＸ人材育成研修業務委託】プロポーザル

参加意思表明書等の提出について（○○←会社名）」とすること。 

ウ 提出書類のうち様式１・２・９には押印のうえ，スキャナ等を使用しＰＤＦ形式

（モノクロでも可）に変換すること。 

エ 柏市で電子メールの受信と添付ファイル（提出書類）の確認ができたら，提出日の

午後４時３０分までに受信した分については，翌日正午までにその旨を返信する。な

お，翌日正午を過ぎても柏市から返信メールが届かない場合は，電話にて確認するこ

と。 

オ 提出書類のうち様式１・２・９の原本（１部）は，電子メールによる提出後２月１

３日までに郵送すること。 

  郵送先：２７７－８５０５ 

      千葉県柏市柏５丁目１０番１号 

      柏市企画部ＤＸ推進課 ＤＸ統括担当 柏木 宛て 

(4) 参加資格確認 

ア 当該確認のために，必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。 

イ 確認結果は，令和８年２月１６日までに電子メールで通知する。 
 

５ 質疑について 

(1) 質疑方法 

ア 質疑書（様式３）を電子メールで事務局あてに送付すること。 

イ 電子メールの件名は「【令和８年度柏市ＤＸ人材育成研修業務委託】プロポーザル

に関する質疑について」とすること。 

ウ 送付先：propo-dxss2025@city.kashiwa.chiba.jp 

エ 送付した際は，事務局（０４－７１６７－１１１８）宛てに電話し到着確認をする

こと。 

オ 評価等に影響をおよぼすおそれがある質問（参加業者数・参加業者名・選定委員



 

等） についての質問は受付けない。 

(2) 質疑期間 

令和８年２月１６日から令和８年２月２５日（正午）まで 

(3) 回答方法 

令和８年３月２日までに，本市ホームページに記載することで回答とする。 

 

６ 辞退について 

参加意思表明書の提出後，本プロポーザル方式を辞退する時は，辞退届（様式４）を企

画提案書等の提出締切日（３月１３日）までに電子メールに添付のうえ，提出（送信）す

ること。また，電子メールによる提出後，原本（紙）を３月１７日までに郵送すること。 

本市に電子メールが到着した場合において，参加の辞退は撤回することができない。な

お，企画提案書等の提出期限を経過しても提出がない場合又は企画提案書等を提出した者

がプレゼンテーション審査に出席しなかった場合は，参加を辞退したものとみなす。 

ア 電子メールによる提出先 

 メールアドレス：propo-dxss2025@city.kashiwa.chiba.jp 

 電子メールの件名は「【令和８年度柏市ＤＸ人材育成研修業務委託】プロポーザル辞

退届の提出 について（○○←会社名）」とすること。 

イ 郵送による提出先 

 郵送先：２７７－８５０５ 

      千葉県柏市柏５丁目１０番１号 

      柏市企画部ＤＸ推進課 ＤＸ統括担当 柏木 宛て 

 

７ 企画提案書及び参考見積書の作成と提出 

(1) 企画提案書の作成 

ア 別添１「令和８年度柏市ＤＸ人材育成研修業務委託に関するプロポーザル方式審査

基準」の項目に沿って記載すること。 

イ 提出書類は別添２「企画提案提出書類一覧」のとおりとする。 

(2) 参考見積書・内訳書の作成について 

ア 本業務を受託した場合の参考見積書を作成すること。見積書（様式５）には，直接

人件費・諸経費の別，及び人件費に関しては一式とせず，単価と工数（人日）がわか

るように記載した見積内訳書（様式自由）を添付すること。 

イ 見積額は，本要領１(4)の予定金額（上限金額）を超えることはできないこととす

る。 

(3) 部数 

紙媒体で８部（正本１部 副本７部）及び電子データを提出するものとする。電子デ

ータはスキャナ等を使用しＰＤＦ形式（モノクロでも可）に変換すること。ただし，印

が必要となるものについては，正本に原本を提出し，副本は写しで可とする。 

(4) 提出期限及び提出方法 

ア 持参の場合 

令和８年３月１３日 午後４時３０分まで 

柏市企画部ＤＸ推進課窓口（柏市役所本庁舎３階） 

イ 郵送の場合 

令和８年３月１３日 必着 

郵送先：２７７－８５０５ 

    千葉県柏市柏５丁目１０番１号 

    柏市企画部ＤＸ推進課 ＤＸ統括担当 柏木 宛て 



 

ウ 持参，郵送に関わらず，企画提案書の電子データを３月１３日までに以下のメール

アドレス宛に送信すること。 

メールアドレス：propo-dxss2025@city.kashiwa.chiba.jp 

 

８ プレゼンテーション 

(1) 日付 

令和８年３月１９日 

(2) 場所 

柏市役所 

(3) 実施時間 

６０分以内とする（目安：説明３０分＋質疑３０分，セッティング・撤去に係る時間

を含む）。 

(4) 人数 

本件を契約した際の責任者（担当者）を含め３名以内とする。 

(5) 貸出物品 

机，椅子，プロジェクター（ＨＤＭＩ接続）とスクリーン又は大型ディスプレイ（Ｈ

ＤＭＩ接続），ＨＤＭＩケーブルとする。それ以外の物品については，提案者の負担に

おいて用意すること。 

(6) 実施方法 

ア 企画提案者が複数の場合には，開始時間及び説明の順番は，本市がくじ引きにより

決定し，令和８年３月１７日までに電子メールにて通知する。 

イ 説明資料は企画提案書の内容とし，プレゼンテーション用の追加提出は認めない。 

(7) その他 

企画提案者が１者の場合においても，プレゼンテーション審査を実施し，本市が定め

る基準点を超えた場合に最優秀提案者とする。ただし，この場合において，最優秀提案

者として適当ではないと認められるときには，最優秀提案者として選定しないことがあ

る。 

 

９ 審査基準 

別添１「柏市ＤＸ人材育成研修業務委託に関するプロポーザル方式審査基準」を参照す

ること。 

 

１０ 審査方法及び選定方法 

(1) 審査方法 

ア 最優秀提案者の審査は，柏市プロポーザル方式選定委員会（令和８年度柏市ＤＸ人

材育成研修業務委託）における，プレゼンテーション審査によるものとする。 

イ 審査は，提出書類に基づいたプレゼンテーション及びヒアリングの内容を審査し，

１００点を満点として以下の基準で評価し，総合的に判断する。 

・プレゼンテーション評価点：９０点（企画提案書及びプレゼンテーション） 

・価格評価：１０点（見積金額） 

(2) 選定方法 

総合評価点数が最も高い提案者を最優秀提案者として選定する。なお，総合評価点数

が同点だった場合においては，委員会の協議によって最優秀提案者を決定する。 

(3) 最優秀提案者の繰上げ 

審査後，最優秀提案者が失格となった場合又は辞退をした場合は，審査結果が上位の

次点提案者を繰上げし，最優秀提案者とする場合がある。 



 

 

１１ プロポーザル方式結果通知 

プロポーザル方式結果は参加した業者に対し，令和８年３月２７日までに電子メールに

て通知する。 

 

１２ 結果公表 

プロポーザル方式結果は，本市ホームページに公表する。 

 

１３ 契約手続き 

(1) 最優秀提案を踏まえた仕様書を作成し，最優秀提案者と見積り合わせのうえ，契約

を締結する。なお，最優秀提案者が提案した業務実施体制を満たす見込みがないと本

市が判断した場合は，契約を締結しないことがある。その場合，次点提案者を繰上げ

し，最優秀提案者とする場合がある。 

(2) 本案件に参加した者を下請負業者（２次，３次等の下請負業者を含む。）としては

ならない。ただし，特殊な技術を必要とする場合，緊急性がある場合，時価に比して

著しく有利な価格で契約が締結できる場合等の特別の理由がある場合において，本市

の承諾を得た場合はこの限りではない。 

(3) 本プロポーザルは，柏市令和８年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準

備手続きであり，予算成立後に効力を生じる業務である。したがって柏市議会におい

て当初予算が否決された場合は，委託契約は締結しないものとする。なお，契約しな

かった場合においても，応募者が本業務を実施するために支出した費用（準備行為も

含む。），提供した知見の対価等については一切補償しない。 
 

１４ 留意事項 

(1) 提出書類及びプレゼンテーションについて 

ア 本プロポーザル方式に係る費用については，全て提案者の負担とする。また，提出

した書類は返却しない。なお，提出書類及びプレゼンテーションに用いる資料中に，

企画提案書等の提出者以外の知的所有権等の権利に係る文章・写真・絵・図・表・映

像・音楽等が含まれるときは，企画提案書等の提出者の費用負担と責任において，あ

らかじめ，当該知的所有権等の権利を有する者の許諾を得るものとする。 

イ 柏市情報公開条例（平成１２年柏市条例第４号）に基づく開示請求があった場合は，

その対象とする。 

ウ 本プロポーザル以外の目的に使用することはない。 

(2) 提案者が失格となる場合 

ア 参加資格要件を１つでも満たさないことが判明したとき。 

イ 見積書（様式５）の金額と，見積金額内訳書（様式自由）の総額（税込）が一致し

ないとき。 

ウ 見積金額が本要領１(4)の予定金額を上回っているとき。 

エ 異なる提案を複数提出したとき。 

オ 提出書類の記載に虚偽又は不正があったとき。 

カ 提出書類に記載すべき内容の記載がなかったとき。 

キ その他，企画提案書等の提出に際して不正な行為があったとき又はこの募集要領に

定める手続きによらなかったとき。 

(3) 異議申立て 

ア 企画提案書の提出後，仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 



 

イ プロポーザルの執行は，本市の都合により，又はプロポーザルを公正に執行するこ

とができないと認めるときは，プロポーザルの日時を延期し，又は取りやめることが

ある。この場合において，異議を申し立てることはできない。 

(4) その他 

ア このプロポーザルに参加しなかった場合や，参加意思表明の後，審査結果通知の前

までに辞退した場合であっても，今後の入札等において不利な扱いをすることはない。 

イ 交通渋滞・通行止め等の道路事情，公共交通機関の遅延・運休等，郵便事故，電子

メールの通信事故等については，本市はいかなる責任も負わない。 
 

１５ 事務局 

(1) 担当部署 

企画部ＤＸ推進課 担当：柏木 

(2) 連絡先 

〒２７７－８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号 

電話番号：０４－７１６７－１１１８（直通） 

メールアドレス：propo-dxss2025@city.kashiwa.chiba.jp 

(3) 受付時間 

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規程す

る休日以外の日の午前９時から午後５時までとする。 

 

 

 

 

 



 

（別添１） 

 

柏市ＤＸ人材育成研修業務委託に関するプロポーザル方式審査基準 

 

１ 趣旨 

この基準は，柏市ＤＸ人材育成研修業務委託に関するプロポーザル方式に対する提案を

審査し，最も優秀な提案を行ったと認められる者を選定するために必要な事項を定めるも

のである。 
 

２ 最優秀提案者の決定方式 

最優秀提案者の決定については，本基準に基づくものとする。 
 

３ 評価対象 

(1) 評価方法は，価格評価及びプレゼンテーション評価による総合評価とする。 

(2) 価格評価は，見積価格を評価して採点する。 

(3) プレゼンテーション評価は，企画提案書及びプレゼンテーションによる提案内容を評

価して採点する。 
 

４ 評価方法 

(1) 評価方法 

  下記の総合評価基準により，総合評価点数を決定する。 

  ・総合評価点数＝価格評価点＋プレゼンテーション評価点 

  ・価格評価点の満点は１０点，プレゼンテーション評価点の満点は９０点とし，合計

点数（＝総合評価点数）の満点は１００点とする。 

(2) 価格評価点【満点：１０点】 

  価格評価の採点基準は，次のとおりとする。 

  ・価格評価点 ＝ 配点（１０点）×  

（x＝提案金額（税込），a＝予定金額（上限金額）とする。） 

※小数点第１位を四捨五入したものを最終価格評価点とする。 

(3) プレゼンテーション評価点【満点：９０点】 

  プレゼンテーション評価の採点は，次のとおりとする。 

  ・プレゼンテーション評価点 

＝ 出席選定委員のプレゼンテーション評価点合計 ÷ 出席選定委員数 

※小数点第１位を四捨五入したものを最終プレゼンテーション評価点とする。 

  ・評価項目は以下のとおりとする。 

 

項番 評価項目 審査基準 配点 

１ 業務遂行能力 

(1) 業務実績 国や地方公共団体等における研修業務の実績・ノウハウ

は十分か。 

５ 

(2) 業務実施体制 本業務を円滑に遂行する体制は十分か。 １０ 

(3) 業務従事者 本業務の従事者の能力は適切か。また，ふさわしい実績

を有しているか。 

５ 

(4) 業務スケジュー

ル 

円滑な業務遂行が可能な工程となっているか。 １０ 



 

２ 提案内容 

(1) 研修内容 自治体職員向けであることが考慮されており，ＤＸ人材

の意識醸成が図られ，十分に理解・習得できる研修内容

となっているか。 

２０ 

(2) 手法 民間会社の専門的な知見を活かした研修の方法・進め方

になっており，研修内容の理解を促進するために効果的

な工夫がなされているか。 

１５ 

３ その他 

(1) 独自提案（アピ

ールポイント） 

本業務における独自の提案，その他アピールする点があ

る場合，本市職員のＤＸ人材の意識・能力向上に資する

有益な内容となっているか。 

１０ 

４ 費用 

(1) 見積金額の内訳

根拠 

本業務実施あたり業務量に応じた適正な工数が積算され

ているか。また，人件費の単価は適切であるか。 

５ 

５ 企画提案の総論 

(1) 業務の総合的な

内容 

企画提案全体として，本業務の目的・方向性をふまえ，

将来のビジョンが明確に提示されており，総合的に適切

な提案内容となっているか。 

１０ 

配点合計 ９０ 

 

５ 評価者 

(1) 価格評価については，選定委員の同意を得るものとする。 

(2) プレゼンテーション評価点については，選定委員が採点を行う。なお，選定委員が出

席できない場合には，原則として代理を認めず出席委員の評価によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別添２） 

 

企画提案提出書類一覧 

 

項番 項目名 様式 留意事項 

１ 令和８年度柏市ＤＸ人

材育成研修業務委託企

画提案書（表紙） 

様式６ ・押印の漏れがないか。 

・注のとおりの枚数範囲に収まっているか。 

２ 会社概要 様式７ ・会社概要について漏れなく記載されている

か。 

・組織としての認証資格等がある場合は記載

すること。 

３ 業務実績 様式８ ・本事業と同種又は類似業務について，令和

８年２月９日（参加意思表明書受付締切日）

時点における国や地方公共団体等からの受注

実績を記載すること。 

４ 業務実施体制 自由様式 ・会社の指揮・命令系統が確立され，業務責

任者・業務従事者等の役割，氏名等を含む体

制図を記載すること。 

・業務実施体制に不測の事態があった場合で

も，バックアップ体制の整備や欠員補充策が

確立されているか。 

５ 業務実施方法 自由様式 ・発注者との連絡・打合せ，業務報告等の方

法について記載されているか。 

６ 業務従事者の実績等 自由様式 ・業務従事者の経験や保有資格等について記

載されているか。 

７ 業務スケジュール 自由様式 ・各ステップごとの業務スケジュールが明確

に示されているか。 

・提示する業務スケジュールは実現可能なも

のか。 

８ 提案内容 自由様式 ・別添１「柏市ＤＸ人材育成研修業務委託に

関するプロポーザル方式審査基準」に沿った

内容となっているか。 

９ 独自提案（アピールポ

イント） 

自由様式 ・本業務における独自の提案等があれば記載

すること。（自治体職員のＤＸ人材としての

意識醸成，能力向上につながる独自提案

等。） 

１０ 見積書 様式５ ・予定金額（上限金額）を超えた場合は失格

とする。 

・合計金額の訂正は認めない。 

・押印の漏れはないか。 

１１ 見積金額内訳書 自由様式 ・総額（税込）が見積書（様式５）と一致し

ない場合は失格とする。 

注１ 用紙の大きさはＡ４またはＡ３，横書きを基本とし，用紙の向きは縦横，自由とする。 

注２ 自由様式の提出書類については，表中の「項番」及び「項目名」を必ず表示すること。 

注３ 提出書類には，必ずページ番号を記載すること。 



 

注４ ページ数の制限は２０ページ以内（ページ数に含むものは，項番２・４・５・６・

７・８・９・１０・１１とし，Ａ４は１ページ，Ａ３は２ページの扱いとする。）とするこ

と。 


